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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の導体パターンが形成されると共に当該導体パターンの接続点に電子部品が接続さ
れた回路基板における当該導体パターンに対する検査用信号の供給を制御する制御部と、
前記検査用信号の供給に伴って生じる物理量に基づいて所定の電気的検査を実行する検査
部とを備えた回路基板検査装置であって、
　前記各導体パターンにおける前記接続点に関する情報を含む当該各導体パターンについ
ての導体パターンデータ、および前記電子部品が接続されている前記導体パターンの前記
接続点を特定可能な電子部品接続データを記憶する記憶部を備え、
　前記制御部は、前記導体パターンデータおよび前記電子部品接続データに基づいて前記
電子部品を介して連鎖的に接続されている全ての前記導体パターンを１つの導体パターン
群として特定すると共に、前記導体パターン群が複数存在するときに１つの当該導体パタ
ーン群におけるいずれかの前記導体パターンと他の１つの当該導体パターン群におけるい
ずれかの前記導体パターンとの間に前記検査用信号を供給させる第１処理を実行し、
　前記検査部は、前記第１処理の実行時において、前記検査用信号の供給に伴って前記１
つの導体パターン群の前記導体パターンと前記他の１つの導体パターン群の前記導体パタ
ーンとの間に生じる前記物理量に基づいて前記各導体パターン群の間の絶縁状態を検査す
る回路基板検査装置。
【請求項２】
　前記検査用信号を出力する信号出力部、並びに前記各導体パターンの前記各接続点にそ
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れぞれ接触させられている状態の複数の検査用プローブと前記信号出力部との接続および
非接続を切り替えるスイッチ部を備え、
　前記制御部は、前記第１処理の実行時において、前記１つの導体パターン群を構成する
前記各導体パターンが互いに同電位となりかつ前記他の１つの導体パターン群を構成する
前記各導体パターンが互いに同電位となるように前記スイッチ部による前記接続および非
接続の切り替えを制御する請求項１記載の回路基板検査装置。
【請求項３】
　複数の導体パターンが形成されると共に当該導体パターンの接続点に電子部品が接続さ
れた回路基板における当該導体パターンに対する検査用信号の供給を制御して、前記検査
用信号の供給に伴って生じる物理量に基づいて所定の電気的検査を実行する回路基板検査
方法であって、
　前記各導体パターンにおける前記接続点に関する情報を含む当該各導体パターンについ
ての導体パターンデータ、および前記電子部品が接続されている前記導体パターンの前記
接続点を特定可能な電子部品接続データに基づいて前記電子部品を介して連鎖的に接続さ
れている全ての前記導体パターンを１つの導体パターン群として特定すると共に、前記導
体パターン群が複数存在するときに１つの当該導体パターン群におけるいずれかの前記導
体パターンと他の１つの当該導体パターン群におけるいずれかの前記導体パターンとの間
に前記検査用信号を供給させる第１処理を実行し、
　前記第１処理の実行時において、前記検査用信号の供給に伴って前記１つの導体パター
ン群の前記導体パターンと前記他の１つの導体パターン群の前記導体パターンとの間に生
じる前記物理量に基づいて前記各導体パターン群の間の絶縁状態を検査する回路基板検査
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、導体パターンの接続点に電子部品が接続された回路基板に対して所定の電気
的検査を実行する回路基板検査装置および回路基板検査方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　この種の回路基板検査装置として、特開２００１－６６３５１号公報に開示された回路
基板検査装置が知られている。この回路基板検査装置は、フィクスチャおよび接続計測部
を備えて、回路基板における各導体パターン（ランドパターン）の導通検査や各導体パタ
ーンの間の絶縁検査を実行可能に構成されている。この場合、フィクスチャは、回路基板
の各導体パターンに対応する複数のプローブピンがその上面に突出形成された下側フィク
スチャと、回路基板の他面に実装された各電子部品間の隙間に対応して複数の当接ピンが
その下面に形成されると共に昇降機構によって上下方向に移動させられる上側フィクスチ
ャとで構成されている。この回路基板検査装置では、下側フィクスチャと上側フィクスチ
ャとの間に回路基板を挟み込むことによって下側フィクスチャのプローブピンを各導体パ
ターンに接触させて所定のプローブピンに信号を供給した状態で、接続計測部がプローブ
ピンを介して入力する信号に基づいて各導体パターンの導通検査や各導体パターンの間の
絶縁検査を行う。
【特許文献１】特開２００１－６６３５１号公報（第３－５頁、第１図）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところが、上記した従来の回路基板検査装置には、以下の問題点がある。すなわち、こ
の種の回路基板検査装置を用いて、回路基板における各導体パターンの間の絶縁検査を行
う際には、各導体パターンに比較的高い電圧を供給（印加）する必要がある。この場合、
電子部品が実装された回路基板対してこの絶縁検査を行う際には、高い電圧の印加によっ
て電子部品が損傷するおそれがあるため、電子部品（電子部品の接続端子）が接続されて
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いる導体パターンに対する電圧の供給を避けて、電子部品が接続されていない導体パター
ンにのみ電圧を供給して検査を行う必要がある。しかしながら、従来の回路基板検査装置
には、どの導体パターンに電子部品が接続されているかを特定する機能が備えられていな
いため、電子部品の損傷を回避しつつ上記のような導体パターンの間の絶縁検査を行うの
が困難であるという問題点が存在し、この点の改善が求められている。
【０００４】
　本発明は、かかる問題点に鑑みてなされたものであり、回路基板に接続されている電子
部品を損傷させることなく導体パターンの間の絶縁検査を行い得る回路基板検査装置およ
び回路基板検査方法を提供することを主目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成すべく請求項１記載の回路基板検査装置は、複数の導体パターンが形成
されると共に当該導体パターンの接続点に電子部品が接続された回路基板における当該導
体パターンに対する検査用信号の供給を制御する制御部と、前記検査用信号の供給に伴っ
て生じる物理量に基づいて所定の電気的検査を実行する検査部とを備えた回路基板検査装
置であって、前記各導体パターンにおける前記接続点に関する情報を含む当該各導体パタ
ーンについての導体パターンデータ、および前記電子部品が接続されている前記導体パタ
ーンの前記接続点を特定可能な電子部品接続データを記憶する記憶部を備え、前記制御部
は、前記導体パターンデータおよび前記電子部品接続データに基づいて前記電子部品を介
して連鎖的に接続されている全ての前記導体パターンを１つの導体パターン群として特定
すると共に、前記導体パターン群が複数存在するときに１つの当該導体パターン群におけ
るいずれかの前記導体パターンと他の１つの当該導体パターン群におけるいずれかの前記
導体パターンとの間に前記検査用信号を供給させる第１処理を実行し、前記検査部は、前
記第１処理の実行時において、前記検査用信号の供給に伴って前記１つの導体パターン群
の前記導体パターンと前記他の１つの導体パターン群の前記導体パターンとの間に生じる
前記物理量に基づいて前記各導体パターン群の間の絶縁状態を検査する。
【０００６】
　また、請求項２記載の回路基板検査装置は、請求項１記載の回路基板検査装置において
、前記検査用信号を出力する信号出力部、並びに前記各導体パターンの前記各接続点にそ
れぞれ接触させられている状態の複数の検査用プローブと前記信号出力部との接続および
非接続を切り替えるスイッチ部を備え、前記制御部は、前記第１処理の実行時において、
前記１つの導体パターン群を構成する前記各導体パターンが互いに同電位となりかつ前記
他の１つの導体パターン群を構成する前記各導体パターンが互いに同電位となるように前
記スイッチ部による前記接続および非接続の切り替えを制御する。
【０００７】
　また、請求項３記載の回路基板検査方法は、複数の導体パターンが形成されると共に当
該導体パターンの接続点に電子部品が接続された回路基板における当該導体パターンに対
する検査用信号の供給を制御して、前記検査用信号の供給に伴って生じる物理量に基づい
て所定の電気的検査を実行する回路基板検査方法であって、前記各導体パターンにおける
前記接続点に関する情報を含む当該各導体パターンについての導体パターンデータ、およ
び前記電子部品が接続されている前記導体パターンの前記接続点を特定可能な電子部品接
続データに基づいて前記電子部品を介して連鎖的に接続されている全ての前記導体パター
ンを１つの導体パターン群として特定すると共に、前記導体パターン群が複数存在すると
きに１つの当該導体パターン群におけるいずれかの前記導体パターンと他の１つの当該導
体パターン群におけるいずれかの前記導体パターンとの間に前記検査用信号を供給させる
第１処理を実行し、前記第１処理の実行時において、前記検査用信号の供給に伴って前記
１つの導体パターン群の前記導体パターンと前記他の１つの導体パターン群の前記導体パ
ターンとの間に生じる前記物理量に基づいて前記各導体パターン群の間の絶縁状態を検査
する。
【発明の効果】
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【０００８】
　請求項１記載の回路基板検査装置、および請求項３記載の回路基板検査方法によれば、
電子部品を介して接続されている複数の導体パターンで構成される導体パターン群を導体
パターンデータおよび電子部品接続データに基づいて特定することにより、電子部品が接
続されている回路基板における導体パターンの間の絶縁状態を検査する際に、電子部品を
介して接続されている一対の導体パターンに対して例えば検査用信号としての高い電圧を
供給することに起因して電子部品を損傷させる事態を確実に防止することができる。また
、この回路基板検査装置および回路基板検査方法によれば、導体パターン群を特定して、
１つの導体パターン群におけるいずれかの導体パターン、および他の１の導体パターン群
におけるいずれかの導体パターンに対して検査用信号を供給させることで、電子部品を介
して接続されていない導体パターンの間の絶縁状態を検査することができる。したがって
、この回路基板検査装置および回路基板検査方法によれば、回路基板に接続されている電
子部品を損傷させることなく絶縁されているべき導体パターンの間の絶縁状態を確実に検
査することができる。
【０００９】
　また、請求項２記載の回路基板検査装置によれば、制御部が、第１処理の実行時におい
て、１つの導体パターン群を構成する各導体パターンが互いに同電位となりかつ他の１つ
の導体パターン群を構成する各導体パターンが互いに同電位となるようにスイッチ部によ
る接続および非接続の切り替えを制御することにより、同じ導体パターン群内における各
導体パターンの間の電位差によって同じ導体パターン群内において漏れ電流が生じて、そ
れによって電子部品が損傷する事態を防止することができる。したがって、この回路基板
検査装置によれば、回路基板に接続されている電子部品の損傷をより確実に防止しつつ、
絶縁されているべき導体パターンの間の絶縁状態を確実に検査することができる。また、
この回路基板検査装置によれば、同じ導体パターン群内における漏れ電流の発生を防止す
ることができるため、漏れ電流に起因する測定誤差を低く抑えることができる結果、絶縁
検査を正確に行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明に係る回路基板検査装置および回路基板検査方法の最良の形態について、
添付図面を参照して説明する。
【００１１】
　最初に、回路基板検査装置１の構成について説明する。図１に示す回路基板検査装置１
は、本発明に係る回路基板検査装置の一例であって、本体部２および制御装置３を備えて
、本発明に係る回路基板検査方法に従い、電子部品２００ａ～２００ｃ（同図参照：以下
、区別しないときには「電子部品２００」ともいう）が実装された（導体パターンの接続
点に電子部品が接続された）回路基板１００に対する所定の電気的検査を実行可能に構成
されている。
【００１２】
　本体部２は、図１に示すように、基板保持部１１、フィクスチャ（治具）１２および移
動機構１３を備えて構成されている。基板保持部１１は、保持板と、保持板に取り付けら
れて回路基板１００の端部を挟み込んで固定するクランプ機構（いずれも図示せず）とを
備えて、回路基板１００を保持可能に構成されている。フィクスチャ１２は、複数のプロ
ーブピン２１（本発明における検査用プローブ）を備えて構成されている。この場合、フ
ィクスチャ１２は、回路基板１００の一面に形成されている各導体パターン１０２ａ～１
０２ｅ（同図参照：以下、区別しないときには「導体パターン１０２」ともいう）の形状
等に応じて、プローブピン２１の数や配列パターンが規定されている。移動機構１３は、
後述する制御装置３の制御部３４の制御に従い、上下方向にフィクスチャ１２を移動させ
ることによってプロービングを実行する。
【００１３】
　制御装置３は、図１に示すように、スイッチ部３１、検査部３２、記憶部３３および制
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御部３４を備えて構成されている。スイッチ部３１は、複数のスイッチ（図示せず）を備
えて構成され、制御部３４の制御に従って各スイッチをオン状態またはオフ状態に移行さ
せることにより、フィクスチャ１２におけるプローブピン２１と検査部３２における後述
する電源回路（本発明における信号出力部）３２ａとの接続および非接続、並びにプロー
ブピン２１と検査部３２における後述する測定回路３２ｂとの接続および非接続を行う。
検査部３２は、検査用信号Ｓ（例えば、直流定電流、交流定電流、直流定電圧または交流
定電圧）を出力する電源回路３２ａ、および測定回路３２ｂを備えて構成され、プローブ
ピン２１，２１を介しての検査用信号Ｓの供給に伴ってプローブピン２１，２１間に生じ
る電圧や、プローブピン２１，２１間を流れる（プローブピン２１，２１間に生じる）電
流（本発明における物理量の一例）を測定して、その測定値に基づいて回路基板１００に
対する所定の電気的検査を行う。具体的には、検査部３２は、例えば回路基板１００にお
ける各導体パターン１０２の導通状態の良否検査（導通検査）、回路基板１００に実装さ
れている電子部品２００の良否検査（部品検査）、および各導体パターン１０２の間の絶
縁状態の良否検査（絶縁検査）を行う。
【００１４】
　記憶部３３は、制御部３４によって実行される検査処理５０（図２参照）において用い
られる導体パターンデータＤ１および電子部品接続データＤ２を記憶する。この場合、導
体パターンデータＤ１は、本発明における「接続点に関する情報を含む各導体パターンに
ついての導体パターンデータ」の一例であって、図３に概念的に示すように、回路基板１
００の各導体パターン１０２を識別するための導体パターン番号（Ｗ１～Ｗ５）や、各導
体パターン１０２に設けられている電子部品接続用の接続点Ｐ１～Ｐ１４（図１も参照：
以下、区別しないときには「接続点Ｐ」ともいう）に関する情報（具体的には、どの導体
パターン１０２にどの接続点Ｐが設けられているかなどを特定可能な情報）を含んで構成
されている。また、電子部品接続データＤ２は、図４に概念的に示すように、回路基板１
００に実装されている各電子部品２００を識別するための電子部品番号（Ｅ１～Ｅ３）や
、各電子部品２００の接続端子が接続されている導体パターン１０２の接続点Ｐを特定可
能な接続情報を含んで構成されている。
【００１５】
　制御部３４は、図外の操作部から出力される操作信号に従って回路基板検査装置１を構
成する各構成要素を制御する。具体的には、制御部３４は、移動機構１３によるフィクス
チャ１２の移動を制御する。また、制御部３４は、図２に示す検査処理５０を実行するこ
とにより、スイッチ部３１によるスイッチの切り替えの制御（本発明における、導体パタ
ーンに対する検査用信号の供給の制御）や、検査部３２による上記の各検査の実行指示を
行う。また、制御部３４は、検査処理５０の実行時において、回路基板１００における各
導体パターン１０２の中から、電子部品２００を介して接続されている複数の導体パター
ン１０２で構成される導体パターン群Ｇ（例えば、図１に示す導体パターン群Ｇ１，Ｇ２
）を特定する。
【００１６】
　次に、回路基板検査装置１を用いて本発明に係る回路基板検査方法に従い、回路基板１
００を検査する方法およびその際の回路基板検査装置１の動作について、図面を参照して
説明する。なお、回路基板１００は、図１に示すように、一例として、５つの導体パター
ン１０２ａ～１０２ｅが一面に形成されると共に、３つの電子部品２００ａ～２００ｃが
実装されて構成されているものとする。また、各導体パターン１０２ａ～１０２ｅには、
同図に示すように、接続点Ｐ１～Ｐ１４が設けられているものとする。
【００１７】
　まず、検査対象の回路基板１００を基板保持部１１における保持板（図示せず）に載置
し、次いで、基板保持部１１のクランプ機構（図示せず）で回路基板１００の端部を挟み
込んで固定することにより、回路基板１００を基板保持部１１に保持させる。続いて、図
外の操作部を用いて検査開始操作を行う。この際に、制御部１０が、操作部から出力され
た操作信号に従い、移動機構１３を制御してフィクスチャ１２を下向きに移動させる。こ
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の際にフィクスチャ１２の各プローブピン２１の先端部が各導体パターン１０２ａ～１０
２ｅの各接続点Ｐ１～Ｐ１４に接触（プロービング）させられる。なお、発明の理解を容
易とするため、図１では、各接続点Ｐ１～Ｐ１４のうちの一部にプローブピン２１が接触
している状態を図示している。
【００１８】
　次いで、制御部３４は、図２に示す検査処理５０を実行する。この検査処理５０では、
制御部３４は、記憶部３３から導体パターンデータＤ１を読み出す（ステップ５１）。続
いて、制御部３４は、導体パターンデータＤ１に基づき、各導体パターン１０２に設けら
れている接続点Ｐおよびその接続順序（図３の接続点情報で示される接続点Ｐの順序）を
特定する。次いで、制御部３４は、スイッチ部３１によるスイッチの切り替えを制御して
（ステップ５２）、例えば、導体パターン１０２ａの接続点Ｐ１，Ｐ４（図１参照）にそ
れぞれ接触しているプローブピン２１と検査部３２の電源回路３２ａとを接続することに
より、各プローブピン２１を介して接続点Ｐ１，Ｐ４に検査用信号Ｓ（例えば直流定電流
）を供給させる。
【００１９】
　続いて、制御部３４は、検査部３２に対して導体パターン１０２ａについての導通検査
の実行を指示する（ステップ５３）。この場合、検査部３２の測定回路３２ｂが、例えば
、検査用信号Ｓの供給に伴って生じる接続点Ｐ１，Ｐ４間の電圧（本発明における物理量
の一例）を測定して、その測定値と所定の基準値とを比較して導体パターン１０２ａの導
通状態の良否を検査する。次いで、制御部３４は、すべての導体パターン１０２について
の導通検査が終了したか否かを判別する（ステップ５４）。この場合、制御部３４は、す
べての導体パターン１０２についての導通検査が終了していないときには上記したステッ
プ５２～５４を繰り返して実行し、すべての導体パターン１０２についての導通検査が終
了したときには、記憶部３３から電子部品接続データＤ２を読み出す（ステップ５５）。
【００２０】
　続いて、制御部３４は、電子部品接続データＤ２に基づき、各電子部品２００の接続端
子が接続されている導体パターン１０２の接続点Ｐを特定する。次いで、制御部３４は、
スイッチ部３１によるスイッチの切り替えを制御して（ステップ５６）、１つの電子部品
２００（例えば、電子部品２００ａ）の接続端子が接続されている一対の接続点Ｐ（この
場合、接続点Ｐ１，Ｐ５）にそれぞれ接触しているプローブピン２１と検査部３２の電源
回路３２ａとを接続することにより、各プローブピン２１，２１を介して両接続点Ｐに検
査用信号Ｓ（例えば、直流定電流）を供給させる。続いて、制御部３４は、検査部３２に
対して電子部品２００ａについての部品検査の実行を指示する（ステップ５７）。この場
合、検査部３２の測定回路３２ｂは、例えば、検査用信号Ｓの供給に伴って生じる両接続
点Ｐ１，Ｐ５間の電圧を測定して、その測定値に基づいて電子部品２００ａの抵抗値を算
出し、その抵抗値と所定の基準値とを比較して電子部品２００ａの良否を検査する。次い
で、制御部３４は、すべての電子部品２００についての検査（部品検査）が終了したか否
かを判別する（ステップ５８）。この場合、制御部３４は、すべての電子部品２００につ
いての検査が終了していないときには、上記したステップ５６～５８を繰り返して実行す
る。
【００２１】
　一方、ステップ５８においてすべての電子部品２００についての検査が終了したと判別
したときには、制御部３４は、電子部品２００を介して接続されている複数の導体パター
ン１０２で構成される導体パターン群を特定する（ステップ５９）。具体的には、制御部
３４は、例えば、次のようにして導体パターン群を特定する。まず、制御部３４は、電子
部品２００ａの接続端子が接続されている接続点Ｐ（この例では、接続点Ｐ１，Ｐ５）を
電子部品接続データＤ２に基づいて特定する（図４参照）。続いて、それらの接続点Ｐが
設けられている導体パターン１０２（この例では、導体パターン１０２ａ，１０２ｂ）を
導体パターンデータＤ１に基づいて特定する。これにより、制御部３４は、導体パターン
１０２ａと導体パターン１０２ｂとが電子部品２００ａを介して接続されていることを特
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定する。次いで、制御部３４は、電子部品２００ｂの接続端子が接続されている接続点Ｐ
（この例では、接続点Ｐ５，Ｐ８）を特定し、続いて、それらの接続点Ｐが設けられてい
る導体パターン１０２（この例では、導体パターン１０２ｂ，１０２ｃ）を特定する。こ
れにより、制御部３４は、導体パターン１０２ｂと導体パターン１０２ｃとが電子部品２
００ｂを介して接続されていることを特定する。この場合、上記したように、導体パター
ン１０２ａ，１０２ｂが互いに接続され、かつ導体パターン１０２ｂ，１０２ｃが互いに
接続されているため、制御部３４は、これらの３つの導体パターン１０２ａ～１０２ｃ（
Ｗ１～Ｗ３）が電子部品２００ａ，２００ｂを介して接続された１つの導体パターン群Ｇ
１を構成すると判別する（図５参照）。
【００２２】
　次いで、制御部３４は、電子部品２００ｃの接続端子が接続されている接続点Ｐ（この
例では、接続点Ｐ１１，Ｐ１３）を特定し、続いて、それらの接続点Ｐが設けられている
導体パターン１０２（この例では、導体パターン１０２ｄ，１０２ｅ）を特定する。これ
により、制御部３４は、導体パターン１０２ｄ（Ｗ４）と導体パターン１０２ｅ（Ｗ５）
とが電子部品２００ｃを介して接続された１つの導体パターン群Ｇ２を構成すると判別す
る（図５参照）。このように、この例では制御部３４は、２つの導体パターン群Ｇ１，Ｇ
２を特定する。
【００２３】
　次に、制御部３４は、導体パターン群Ｇが複数存在するか否かを判別する（ステップ６
０）。この場合、制御部３４は、導体パターン群Ｇが存在しないとき、および特定した導
体パターン群Ｇが１つだけのときには、この検査処理５０を終了する。一方、特定した導
体パターン群Ｇが複数存在するときには（この例では２つの導体パターン群Ｇ１，Ｇ２が
存在するため）、スイッチ部３１によるスイッチの切り替えを制御して（ステップ６１）
、各導体パターン群の１つ（この例では、導体パターン群Ｇ１）における各導体パターン
１０２の各接続点Ｐにそれぞれ接触しているプローブピン２１と検査部３２の電源回路３
２ａとを接続すると共に、各導体パターン群の他の１つ（この例では、導体パターン群Ｇ
２）における各導体パターン１０２の各接続点にそれぞれ接触しているプローブピン２１
をグランド電位に接続することにより、各プローブピン２１を介して検査用信号Ｓ（例え
ば、直流電圧）を両導体パターン群Ｇ１，Ｇ２間に供給（印加）させる。なお、上記した
ステップ６０における導体パターン群Ｇの特定処理、および上記したステップ６１におけ
るスイッチ部３１に対する制御処理が本発明における第１処理に相当する。ここで、制御
部３４は、検査用信号Ｓの供給によって一方の導体パターン群Ｇ（例えば、導体パターン
群Ｇ１）を構成する各導体パターン１０２ａ～１０２ｃが互いに同電位（この例では、検
査用信号Ｓの電位）となり、かつ他方の導体パターン群Ｇ（導体パターン群Ｇ２）を構成
する各導体パターン１０２ｄ，１０２ｅが互いに同電位（この例では、グランド電位）と
なるようにスイッチ部３１によるスイッチの切り替えを制御する（本発明における第２処
理）。
【００２４】
　次いで、制御部３４は、検査部３２に対して両導体パターン群Ｇ１，Ｇ２の間の絶縁検
査、つまり導体パターン群Ｇ１に属する各導体パターン１０２と導体パターン群Ｇ２に属
する各導体パターン１０２との間の絶縁検査の実行を指示する（ステップ６２）。この場
合、検査部３２の測定回路３２ｂは、例えば、検査用信号Ｓの供給に伴って両導体パター
ン群Ｇ１，Ｇ２間に流れる（生じる）電流（本発明における物理量の他の一例）を測定し
て、その測定値と所定の基準値とを比較して両導体パターン群Ｇ１，Ｇ２間の絶縁状態の
良否を検査する。ここで、この回路基板検査装置１では、上記したように同じ導体パター
ン群Ｇ内の各導体パターン１０２が同電位に維持される。このため、この回路基板検査装
置１では、同じ導体パターン群Ｇ内における各導体パターン１０２の間の電位差によって
同じ導体パターン群Ｇ内において漏れ電流が生じて、それに起因して検査部３２によって
測定される電流の値が変動して、絶縁検査結果が不正確となる事態を確実に防止すること
が可能となっている。続いて、制御部３４は、すべての導体パターン群Ｇの間の絶縁検査
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が終了したか否かを判別する（ステップ６３）。この場合、この時点で、すべての導体パ
ターン群間についての絶縁検査が終了しているため、制御部３４は、検査処理５０を終了
する。以上により、回路基板１００に対する検査が終了する。
【００２５】
　このように、この回路基板検査装置１および回路基板検査方法によれば、電子部品２０
０を介して接続されている複数の導体パターン１０２で構成される導体パターン群Ｇを導
体パターンデータＤ１および電子部品接続データＤ２に基づいて特定することにより、電
子部品２００が実装（接続）されている回路基板１００における導体パターン１０２の間
の絶縁状態を検査する際に、電子部品２００を介して接続されている一対の導体パターン
１０２に対して検査用信号Ｓとしての高い電圧を供給することに起因して電子部品２００
を損傷させる事態を確実に防止することができる。また、この回路基板検査装置１および
回路基板検査方法によれば、導体パターン群Ｇを特定して、１つの導体パターン群Ｇにお
けるいずれかの導体パターン１０２、および他の１の導体パターン群Ｇにおけるいずれか
の導体パターン１０２に検査用信号Ｓを供給させることで、電子部品２００を介して接続
されていない導体パターン１０２の間の絶縁状態を検査することができる。したがって、
この回路基板検査装置１および回路基板検査方法によれば、回路基板１００に実装されて
いる電子部品２００を損傷させることなく絶縁されているべき導体パターン１０２の間の
絶縁状態を確実に検査することができる。
【００２６】
　また、この回路基板検査装置１および回路基板検査方法によれば、導体パターン群Ｇの
特定処理およびスイッチ部３１に対する制御処理を行う際に、１つの導体パターン群Ｇを
構成する各導体パターン１０２が互いに同電位となりかつ他の１つの導体パターン群Ｇを
構成する各導体パターン１０２が互いに同電位となるようにスイッチ部３１を制御するこ
とにより、同じ導体パターン群Ｇ内における各導体パターン１０２の間の電位差によって
同じ導体パターン群Ｇ内において漏れ電流が生じて、それによって電子部品２００が損傷
する事態を防止することができる。したがって、この回路基板検査装置１および回路基板
検査方法によれば、回路基板１００に実装されている電子部品２００の損傷をより確実に
防止しつつ、絶縁されているべき導体パターン１０２の間の絶縁状態を確実に検査するこ
とができる。また、この回路基板検査装置１および回路基板検査方法によれば、同じ導体
パターン群Ｇ内における漏れ電流の発生を防止することができるため、漏れ電流に起因す
る測定誤差を低く抑えることができる結果、絶縁検査を正確に行うことができる。
【００２７】
　なお、本発明は、上記した構成に限定されない。例えば、一面に導体パターン１０２が
形成さた回路基板１００に対する検査を実行可能に構成した回路基板検査装置を例に挙げ
て説明したが、一対のフィクスチャ１２を備えて、両面に導体パターン１０２が形成され
た回路基板に対する上記の各検査を実行可能に構成した回路基板検査装置に適用すること
もできる。また、多層の回路基板や、基板内部に電子部品が内蔵された部品内蔵型の回路
基板を検査可能に構成された回路基板検査装置に適用することもできる。また、フィクス
チャ１２を備えて各導体パターン１０２の各接続点Ｐにプローブピン２１を一度に接触さ
せる構成例について上記したが、一対（または複数対）のプローブピンを移動させて、検
査用信号Ｓを供給すべき接続点Ｐにのみプローブピンを接触させるフライングプローブタ
イプの本体部２を備えた回路基板検査装置に適用することもできる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】回路基板検査装置１の構成を示す構成図である。
【図２】検査処理５０のフローチャートである。
【図３】導体パターンデータＤ１の構成を概念的に示すデータ構成図である。
【図４】電子部品接続データＤ２の構成を概念的に示すデータ構成図である。
【図５】導体パターン群Ｇの特定方法を説明するための説明図である。
【符号の説明】
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【００２９】
　　　　１　回路基板検査装置
　　　１２　フィクスチャ
　　　２１　プローブピン
　　　３２　スイッチ部
　　　３３　検査部
　　　３４　記憶部
　　１００　回路基板
　１０２ａ～１０２ｅ　導体パターン
　２００ａ～２００ｃ　電子部品
　　　Ｄ１　導体パターンデータ
　　　Ｄ２　電子部品接続データ
　　　Ｇ１，Ｇ２　導体パターン群
　　　Ｐ１～Ｐ１４　接続点
　　　　Ｓ　検査用信号
　　　　Ｖ　電圧

【図１】 【図２】
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【図４】

【図５】
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